
 

担

当

課

（

室

）

 

目
　

　

　

次

 

発

行
　

岡

山

県

 
 

担

当

課

（

室

）

目
　

　

　

次

 
 

【

規
　

　

　

則

】

 

○
　

岡

山

県

事

務

処

理

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

行

政

改

革

推

進

室

 
 

則

 
 

○
　

岡

山

県

財

務

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

会

計

課

 
 

（

以

上

県

例

規

集

登

載

） 

 
 

【

告
　

　

　

示

】

○
　

許

認

可

事

務

等

標

準

処

理

期

間

要

綱

の

一

部

改

行

政

改

革

推

進

室

 正

 

（

県

例

規

集

登

載

） 

岡

山

県

公

報
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◎
岡
山
県
規
則
第
三
十
五
号

 
　

岡
山
県
事
務
処
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

 
　
　

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日

 

岡　

山　

県　

知　

事　
　
　

伊　

原　

木　
　
　

隆　
　
　

太　
　
　

 

　
　
　

岡
山
県
事
務
処
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

 

　

岡
山
県
事
務
処
理
規
則
（
昭
和
四
十
四
年
岡
山
県
規
則
第
五
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
二
条
第
十
六
号
中
「
室
長
（
」
の
下
に
「
担
当
課
長
及
び
」
を
加
え
、
同
条
中
第
二
十
一
号
を
第
二
十
二
号
と
し
、
第
十
七
号
か
ら
第
二
十
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
十
六
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加

 

え
る
。

 

　

十
七　

担
当
課
長　

本
庁
の
担
当
課
長
を
い
う
。

 

　

第
三
条
第
五
項
中
「
お
か
や
ま
マ
ラ
ソ
ン
に
関
す
る
事
務
を
統
括
す
る
環
境
文
化
部
参
与
」
を
「
担
当
課
長
」
に

「
及
び
」
を
「
並
び
に
」
に
改
め

「
除
く

」
の
下
に
「
及
び
別
表
第
三
」
を
加
え
る
。

、

、

。
）

 

　

第
三
条
中
第
六
項
を
削
り
、
第
七
項
を
第
六
項
と
す
る
。

 

　

第
十
三
条
第
四
項
中
「
及
び
第
五
項
か
ら
第
七
項
ま
で
」
を
「
、
第
五
項
及
び
第
六
項
」
に
改
め
る
。

 
 

 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「

　
　

「

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

　
　

「

 
 

 
 

　

別
表
第
一　

１
の
項
４
の
備
考
欄
中　

　

を

　

に
改
め
、
同
表
３
の
項
２
の
備
考
欄
中　

　

を

・
課
に
置
く
担
当
課
長
は

」

 
 

 
専
決
者
か
ら
除
く

。

 
 

 

」

」 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

「

 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
 
  

  
 
 
 
 
 

　
　

「

 
 
 
 
 
 
 
 
 

「 
 

 
・
課
に
置
く
担
当
課
長
は

・
課
に
置
く
担
当
課
長
は

　

に
改
め
、
同
項
３
中
「

」
を
削
り
、
同
３
の
備
考
欄
中　

　

を　

　

に
改
め
、
同
項
中　

を　

と

及
び
事
務
分
担

 
 

専
決
者
か
ら
除
く

専
決
者
か
ら
除
く

。
。

」

 
 
 
 
 
 
 
 
 

」

」 
 
 
 
 
 
 

し
、

か
ら

ま
で
を
一
ず
つ
繰
り
下
げ
、
同
項

中
「

」
を
削
り

「

」
を
「

」
に
改
め
、
同

を
同
項

と
し
、
同
項
中

を

環
境
文
化
部
参
与

産
業
労
働
部
参
与

及
び
課
長

課
長
及
び
担
当
課
長

、

15

29

14
(3)

，
，

，

14

15

13

14

と
し
、
同
項

中
「1

1

」
を
「1

2

」
に
改
め
、
同

を
同
項

と
し
、
同
項
中

を

と
し
、

を

と
し
、
同
項
９
中
「

」
を
「

」
に
改
め
、
同
９
を
同
項

と
し
、
同
項
中
８
を
９
と
し
、
４
か
ら
７
ま
で

８
９

12

12

13

11

12

10

11

10

 

を
一
ず
つ
繰
り
下
げ
、
３
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

〇

４
　
事
務
分
担
の
決
定

 

　

別
表
第
一

の
項
１
中

を
削
り
、

を

と
し
、

か
ら

ま
で
を
一
ず
つ
繰
り
上
げ
、
同
項
４
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

(1)
10

(4)

(5)

(4)

(6)

(9)

 
 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
 

４
公
益
信
託
に
関
す
る
法
律

令
和
６
年
法
律
第

号
に
基
づ
く
公
益
信

　

（

3
0

）

 
 

託
に
関
す
る
こ
と

。

 
  

 
(1)　

（

1
2

）

○

公
益
信
託
認
可
及
び
変
更
等
の
認
可

第
６
条

第
条
第
１
項

総
務
学
事

，

 
 

課
長

 
  

 
(2)　

（

1
0

）

○

公
益
信
託
認
可
に
関
す
る
意
見
聴
取

第
条

(1)

30

31

，

，
，
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(3)　

（

2
2

）

○

公
益
信
託
の
併
合
等
の
認
可

第
条
第
１
項

総
務
学
事

 
 

課
長

 
  

 
(4)　

（

29

○

必
要
な
措
置
を
と
る
べ
き
旨
の
勧
告
及
び
命
令

第
条
第
１
項

第
総
務
学
事

，

 
 

３
項

課
長

）

 
  

 
(5)　

（

3
0

）

○

公
益
信
託
認
可
の
取
消
し

第
条
第
１
項

第
２
項

総
務
学
事

，

 
 

課
長

 
  

 
(6)　

（

3
8

）

○

岡
山
県
公
益
認
定
等
委
員
会
へ
の
諮
問

第
条

 
 

 

　

別
表
第
一

の
項
１
中
「

」
を
削
り
、
同
項
７
中
「

」
の
次
に
「

」
を
加
え
、
同
７
を
同
項
８
と
し
、
同
項
中
６
を
７
と
し
、
５
を
６
と
し
、
同
項
４
中
「

」
を
「

第
４
項

作
成

送
付
及
び
公
表

説
明
会

準

(1)
24

，
，

 
備
書
説
明
会

第
４
項

」
に
改
め
、
同
４
を
同
項
５
と
し
、
同
項
３
中
「

」
を
削
り
、
同
３
を
同
項
４
と
し
、
同
項
中
２
を
３
と
し
、
１
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
 
 
 
 
 
 

，

 
 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

２
実
施
計
画
書
説
明
会
の
開
催

第
７
条
の
２

第
条

　

（

3
0

）

○

 
 
 
 
 
 
 
 

，

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

　
　
　
　
　
　
　
　
　

「

　
　

「

 
 
 
  

  
 
 
 
 

 
 

 
１
　
別
表
第
１

の
決
裁
区
分
が
知
事
又

(
1
)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
は
副
知
事
と
な
つ
て
い
る
も
の
に
つ
い
て

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
は
財
政
課
長
へ
合
議
す
る
こ
と

。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

，

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
  

  
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

　

別
表
第
一　

付
表
中

　

を

　

に
改
め
る
。

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
  

  
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

(1)
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」

」 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「

　
　

「

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
○

○
 
  

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

　

別
表
第
三
秘
書
課
の
部
１
の
項
中

　

を

　

に
改
め
る
。

 
 

○
○

 
 
 
 
 
 
 
  

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

」

」 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

　

別
表
第
三
人
事
課
の
部
７
の
項
２

中

の
次
に

を

の
次
に

を
加
え
る

「

（
」

「

」

、「

」

「

」

。

初
任
給
調
整
手
当

第
一
種
初
任
給
調
整
手
当
及
び
第
二
種
初
任
給
調
整
手
当
を
い
い

第
８
条
の
３

第
８
条
の
４

(1)

，
，

岡
山
県
役
務
の
提
供
の
契
約
に
係
る
入
札
参
加
資
格
審
査
要
領

岡
山
県
物
品
の
売
買

修
理
等
及
び
役
務
の
提
供
の
契
約
に

　

別
表
第
三
デ
ジ
タ
ル
推
進
課
の
部
１
の
項
及
び
財
産
活
用
課
の
部
９
の
項
中
「

」
を
「

，

 
係
る
入
札
参
加
資
格
審
査
要
領

」
に
改
め
る
。

 

　

別
表
第
三
く
ら
し
安
全
安
心
課
の
部
３
の
項
２
中
「

2
9

」
を
「

2
5

」
に
改
め
る
。

第
条
第
１
項

第
条
第
１
項

 

　

別
表
第
三
環
境
企
画
課
の
部
３
の
項
中
２
を
削
り
、
３
を
２
と
し
、
４
を
削
り
、
５
を
３
と
し
、
６
か
ら

ま
で
を
二
ず
つ
繰
り
上
げ
、
同
項

中
「

」
を
「

」
に
改
め
、
同

を
同
項

と
す
る
。

知
事

知
事
等

12

13

13

11

 
 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

中
山
間
・

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

地
域
振
興

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
課
長

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
 
 
 
 
 
 

 
 

企
業
誘
致

 
 
  

  
 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

・
投
資
促

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

 
 

 
進
課
長

　

 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「

 
 

 

　

別
表
第
三
環
境
管
理
課
の
部
１
の
項
１
の
合
議
先
欄
中　

を

に
改
め
、
同
部
２
の
項
６　

中
「

道
路
建
設

　

　

　

　
　
　
　

　

　

特
定
施
設
設
置
者

揮
発
性
有
機
化
合
物
排
出
施
設
設
置
者
　
一
般
粉
じ

 
 
 
 
 

 
 
 
  

 
 
 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

課
長

 
 

」

 
道
路
整
備

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

課
長

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
  

都
市
計
画

 
 
  

  
 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

課
長

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
 
  

建
築
指
導

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

課
長

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(3)

，
，

，
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」 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
  

ん
発
生
施
設
設
置
者

特
定
粉
じ
ん
排
出
者

解
体
等
工
事
の
発
注
者

元
請
業
者

自
主
施
工
者
若
し
く
は
下
請
負
人

水
銀
排
出
施
設
設
置
者
若
し
く
は
指
定
物
質
排
出
施
設
設
置
者

等
若

」

「

」

、「

を

に
改
め

，
，

，
，

，

 
し
く
は
解
体
等
工
事
に
係
る
建
築
物
等
若
し
く
は
解
体
等
工
事
の
現
場

解
体
等
工
事
の
元
請
業
者

自
主
施
工
者
若
し
く
は
下
請
負
人
の
事
業
場

」
を
削
る
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

，
，

医
療
推
進
課

医
療
政
策
課

第
条
の

第
条
の

第
１
項

第
８
条

第
８
条
第

　

別
表
第
三
医
療
推
進
課
の
部
中
「

」
を
「

」
に
改
め
、
同
部
１
の
項
２

中
「

3
0

1
1

」
を
「

3
0

1
1

」
に
改
め
、
同
部
１
の
項
３

中
「

」
を
「

(13)

(4)

」
に
改
め
、
同
３
中

を

と
し
、
同
３

中
「

」
の
次
に
「

」
を
加
え
、
同

を
同
３

と
し
、
同
３
中

を

と
し
、

を

と
し
、
同
３

１
項

並
び
に

診
療
所

助
産
所
又
は
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
受
診
施
設
の

(16)

(17)

(15)

，

(15)

(16)

(14)

(15)

(13)

(14)

中
「

」
を
「

」
に
改
め
、
同

を
同
３

と
し
、
同
３

中
「

」
を
「

」
に
改
め
、
同

を
同

又
は
助
産
所

助
産
所
又
は
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
受
診
施
設

又
は
助
産
所

助
産
所
又
は
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
受
診
施
設

(12)

，

(12)

(13)

(11)

，

(11)

３

と
し
、
同
３
中

を

と
し
、

か
ら

ま
で
を
一
ず
つ
繰
り
下
げ
、
同
３

中
「

」
を
「

」
に

「

」
を
「

」
に
改
め
、

又
は
助
産
所

助
産
所
又
は
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
受
診
施
設

廃
止

再
開

再
開

廃
止

、

(12)

(10)

(11)

(6)

(9)

(5)

，
，

，

 

同

を
同
３

と
し
、
同
３

の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

(5)

(6)

(4)
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
受
診
施
設
の
設
置
の
届
出
の
受
理
第
８
条
第
２
項

保
健
所
長

(5)　

○

（

）

 

　

別
表
第
三
医
療
推
進
課
の
部
１
の
項
４
中

を

と
し
、

を

と
し
、

の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

(5)

(6)

(4)

(5)

(3)

 
(4)　

○

病
床
機
能
の
変
更
理
由
に
関
す
る
書
面
の
提
出

協
議
へ
の
参
加
及
び

，

医
療
審
議
会
へ
の
出
席
の
要
求

第
条
の

第
１
項

第
２
項

第
４

（

3
0

1
5

，
，

）
項

 

　

別
表
第
三
医
療
推
進
課
の
部
１
の
項
５
中

を

と
し
、

か
ら

ま
で
を
一
ず
つ
繰
り
下
げ
、

の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

(13)

(14)

(10)

(12)

(9)

　

（

6
3

）

○

(10)
医
療
法
人
に
対
す
る
報
告
の
徴
収
及
び
立
入
検
査

第
条

 

　

別
表
第
三
医
療
推
進
課
の
部
１
の
項
７
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

 
  

 
７
　
医
師
の
労
働
時
間
短
縮
及
び
特
定
労
務
管
理
対
象
機
関
に
関
す
る
こ
と

。

 
 

 

 
 

(1)　

（

1
1
1

）

○

 
病
院
又
は
診
療
所
に
対
す
る
改
善
措
置
の
命
令

第
条

 
 

 

 
 

(2)　

○

 
特
定
地
域
医
療
提
供
機
関
の
指
定

指
定
の
更
新

業
務
の
変
更
の
承

，
，

 
 

認
及
び
指
定
の
取
消
し

第
条
第
１
項

第
条
第
１
項

第

（

1
1
3

1
1
5

1
1
6

 
，

，

 
 

条
第
１
項

第
条
第
１
項

1
1
7

）

 
，

 
 

 

 
 

(3)　

○

 
連
携
型
特
定
地
域
医
療
提
供
機
関
の
指
定

指
定
の
更
新

業
務
の
変

，
，

 
 

更
の
承
認
及
び
指
定
の
取
消
し

第
条
第
１
項

第
２
項

（

1
1
8

）

 
，

 
 

  
(4)　

○

 
技
能
向
上
集
中
研
修
機
関
の
指
定

指
定
の
更
新

業
務
の
変
更
の
承

，
，
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認
及
び
指
定
の
取
消
し

第
条
第
１
項

第
２
項

（

1
1
9

）

 
，

 

　

○

(5)
特
定
高
度
技
能
研
修
機
関
の
指
定

指
定
の
更
新

業
務
の
変
更
の
承

，
，

（

1
2
0

）

認
及
び
指
定
の
取
消
し

第
条
第
１
項

第
２
項

，

　

（

1
2
6

）

○

(6)
特
定
労
務
管
理
対
象
機
関
に
対
す
る
改
善
措
置
の
命
令

第
条

 

　

別
表
第
三
医
療
推
進
課
の
部
中
６
の
項
を
削
り
、
５
の
項
を
６
の
項
と
し
、
２
の
項
か
ら
４
の
項
ま
で
を
一
項
ず
つ
繰
り
下
げ
、
１
の
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

　

（

）

○

２
地
域
に
お
け
る
医
療
及
び
介

１
　
基
準
病
床
数
の
削
減

第
７
条
の
２
第
２
項

護
の
総
合
的
な
確
保
の
促
進
に

関
す
る
法
律

平
成
元
年
法
律

（

第
号

の
施
行
に
関
す
る
事

6
4

）

務

 

　

別
表
第
三
医
療
推
進
課
の
部
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

 
 

 
地

１
　
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者

１
　
指
定
及
び
指
定
の
取
消
し
に
関
す
る
こ
と

。

 

 
域

福
祉
に
関
す
る
法
律

昭
和

（

2
5

 

 
 

医
年
法
律
第

号
の
施
行
に

指
定
病
院
の
指
定
及
び
指
定
の
取
消
し
第

条
の
８

第
条
の
９

1
2
3

）

　

　

1
9

1
9

○

 
(1)

（

）

，

 
療

関
す
る
事
務

 

 
推

応
急
入
院
の
指
定
病
院
の
指
定
及
び
指
定
の
取
消
し

第
条
の
６

　

　

（

3
3

）

○

 
(2)

 
進

 

 
課

厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
に
つ
い
て
の
認
定
及

　

　

○

 
(3)

 
び
認
定
の
取
消
し

第
条
第
４
項

第
条
第
３
項

（

21
3
3

）

 
，

 
 

 
２
　
医
療
及
び
保
護
に
関
す
る
こ
と

。

 

 
 

 

　

　

（

2
2

）

○

 
(1)

精
神
障
害
者
の
診
察
及
び
保
護
の
申
請
書
の
受
理

第
条

保
健
所
長

 
 

 

　

　

（

2
3

）

○

 
(2)

警
察
官
の
通
報
の
受
理

第
条

保
健
所
長

 
 

 

　

　

（

2
7

）

○

 
(3)

精
神
障
害
者
の
診
察
の
決
定

第
条
第
１
項

第
２
項

保
健
所
長

，

 
 

 

　

　

（

2
7

○

 
(4)

精
神
障
害
者
の
申
請

通
報
又
は
届
出
の
あ
つ
た
者
の
調
査

第
条

保
健
所
長

，
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第
１
項

）

 

 
 

 

　

　

○

 
(5)

現
に
精
神
障
害
者
の
保
護
の
任
に
当
た
つ
て
い
る
者
に
対
す
る
診
察
の

保
健
所
長

 
通
知

第
条

（

2
8

）

  
 

 

　

　

（

2
9

2
9

○

 
(6)

精
神
障
害
者
の
入
院
措
置
又
は
緊
急
入
院
措
置

第
条

第
条
の

保
健
所
長

，

 
２

）

 

 
 

 

　

　

○

 
(7)

精
神
障
害
者
の
入
院
措
置
又
は
緊
急
入
院
措
置
に
係
る
移
送
の
決
定

保
健
所
長

 

（

2
9

）

 
第

条
の
２
の
２

 
 

 

　

　

（

2
9

）

○

 
(8)

精
神
障
害
者
の
入
院
措
置
の
解
除

第
条
の
４

保
健
所
長

 
 

 
　

　

（

3
1

）

○

 
(9)

措
置
入
院
者
の
入
院
費
用
の
徴
収

第
条

県
民
局
長

 
 

 

　

　

○

 
(10)

診
療
報
酬
の
額
の
決
定

 
 

 

　

　

（

3
4

）

○

 
(11)

医
療
保
護
入
院
等
に
係
る
移
送
の
決
定

第
条

保
健
所
長

 
 

 

　

　

（

3
8

3
8

）

○

 
(12)

入
院
者
の
退
院
命
令
等

第
条
の
３

第
条
の
５

精
神
保
健

，

 
福
祉
セ
ン

 

 
タ

所
長

 
ー

   

　

　

（
38

）

○

 
(13)

入
院
者
の
処
遇
の
改
善
命
令
等

第
条
の
７

 
 

 

　

　

（

4
0

）

○

 
(14)

措
置
入
院
者
の
仮
退
院
の
許
可

第
条

保
健
所
長

 
 

 
３

精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
の
交
付
の
決
定
及
び
返
還
命
令

第
条

精
神
保
健

　

（

4
5

○

 
，

 
第

条
の
２

福
祉
セ
ン

4
5

）

  
タ

所
長

 
ー

 
 

 
４
　
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則

昭
和

年

（

5
9

  
岡
山
県
規
則
第

号
以
下
こ
の
項
に
お
い
て

施
行
細
則

と
い
う

2
0

「

」

）
 

。

。

 
の
施
行
に
関
す
る
こ
と

。
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○

 
(1)

指
定
医
へ
の
診
察
に
係
る
依
頼
書
の
交
付
施
行
細
則
第
４
条
第
１
項

保
健
所
長

（

）

 
 

 

　

　

（

）

○

 
(2)

措
置
入
院
等
に
係
る
診
断
書
の
受
理

施
行
細
則
第
４
条
第
２
項

保
健
所
長

 
 

　

　

（

）

○

 
 

(3)
措
置
入
院
者
に
係
る
通
知
書
の
交
付

施
行
細
則
第
６
条

保
健
所
長

 
 

　

　

（

○

 
 

(4)
措
置
入
院
者
に
対
す
る
移
送
に
係
る
通
知
書
の
交
付

施
行
細
則
第
６

保
健
所
長

）

 
 

条
の
２

  

　

　

（

）

○

 
 

(5)
入
院
措
置
の
解
除
に
係
る
通
知
書
の
交
付

施
行
細
則
第
７
条

保
健
所
長

 
 

　

　

（

）

○

 
 

(6)
措
置
入
院
者
の
死
亡
に
係
る
届
の
受
理

施
行
細
則
第
９
条

保
健
所
長

 
 

　

　

（

1
0

）

○

 
 

(7)
措
置
入
院
者
の
転
院
に
係
る
申
出
書
の
受
理

施
行
細
則
第

条
保
健
所
長

 
 

　

　

（

○

 
 

(8)
措
置
入
院
に
係
る
費
用
徴
収
月
額
の
決
定
に
係
る
通
知
書
の
交
付

施
県
民
局
長

1
2

）

 
 

行
細
則
第

条
第
７
項

 
 

　

　

（

○

 
 

(9)
世
帯
に
関
す
る
調
書
及
び
支
払
義
務
者
に
係
る
異
動
届
の
受
理

施
行

県
民
局
長

1
3

）

  
細
則
第

条

 
 

　

　

（
1
4

）

○

 
 

(10)
費
用
の
減
免
の
決
定

施
行
細
則
第

条
第
１
項

県
民
局
長

  

　

　

（

1
4

○

 
 

(11)
入
院
費
用
の
減
免
に
係
る
申
請
書
の
受
理

施
行
細
則
第

条
第
２

県
民
局
長

）

 
 

項

 
 

　

　

（

○

  
(12)

医
療
保
護
入
院
等
の
た
め
の
移
送
に
係
る
通
知
書
の
交
付

施
行
細

保
健
所
長

1
9

）

 
 

則
第

条

 
 

　

　

（

○

 
 

(13)
措
置
入
院
者
の
仮
退
院
に
係
る
許
可
の
申
請
書
の
受
理

施
行
細
則

保
健
所
長

2
3

）

 
 

第
条
第
１
項

 
 

　

　

（

2
3

○

 
 

(14)
措
置
入
院
者
の
仮
退
院
に
係
る
許
可
書
の
交
付

施
行
細
則
第

条
保
健
所
長

）

 
 

第
２
項
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（

2
3

）

○

 
 

(15)
仮
退
院
者
に
係
る
帰
院
届
の
受
理

施
行
細
則
第

条
第
３
項

保
健
所
長

 
 

（

○

 
 

５
　
精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ

の
使
用
料
等
の
減
免

岡
山
県
精
神
保
健
福
祉

精
神
保
健

ー

（

46
1
9

）

）

 
 

セ
ン
タ

条
例

昭
和

年
岡
山
県
条
例
第

号
第
４
条

福
祉
セ
ン

 
ー

 
 

タ
所
長

ー

 
 

（

1
0
1

○

 
 

２
　
心
神
喪
失
等
の
状
態
で
重
大

１
　
生
活
環
境
の
調
整
に
係
る
保
護
観
察
所
の
長
へ
の
協
力

第
条
第
２

保
健
所
長

）

 
 

な
他
害
行
為
を
行
っ
た
者
の
医

項

療
及
び
観
察
等
に
関
す
る
法
律

平
成

年
法
律
第

号
２
　
処
遇
の
実
施
計
画
の
策
定
に
係
る
保
護
観
察
所
の
長
と
の
協
議

第
保
健
所
長

（

1
5

1
1
0

）

（

1
0
4

○

）

の
施
行
に
関
す
る
事
務

条
第
１
項

第
３
項

 
，

 

３
　
保
護
観
察
所
の
長
と
の
連
携

協
力

第
条

保
健
所
長

 

（

1
0
8

）

○

，

 

４
　
保
護
観
察
所
の
長
へ
の
通
報

第
条

保
健
所
長

 

（

1
1
1

）

○

 

５
会
議
の
開
催
の
請
求

心
神
喪
失
等
の
状
態
で
重
大
な
他
害
行
為
を
行
っ

保
健
所
長

　

（

○

（

1
6

3
1
0

た
者
の
医
療
及
び
観
察
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令

平
成

年
政
令
第

）

1
2

）

号
第

条
第
３
項

６
処
遇
の
実
施
計
画
の
作
成
等
に
係
る
意
見
の
提
出

心
神
喪
失
等
の
状
態

保
健
所
長

　

（

○

で
重
大
な
他
害
行
為
を
行
っ
た
者
の
医
療
及
び
観
察
等
に
関
す
る
法
律
施
行

規
則

平
成

年
法
務
省
・
厚
生
労
働
省
令
第
２
号

以
下
こ
の
項
に
お

（

1
7

（
）

「

」

）

1
6

）
い
て

省
令

と
い
う

第
条

。

７
処
遇
の
実
施
計
画
の
通
知
の
受
理

省
令
第

条
保
健
所
長

　

（

1
7

）

○

８
通
院
対
象
者
が
必
要
な
医
療
を
受
け
て
い
る
か
否
か
及
び
そ
の
生
活
の
状

保
健
所
長

　

○

（

1
8

）

況
に
つ
い
て
の
報
告

省
令
第

条

９
居
住
地
の
通
知
の
受
理

省
令
第

条
保
健
所
長

　

（

1
9

）

○

転
居
の
届
出
に
係
る
通
知
の
受
理
及
び
保
護
観
察
所
の
長
へ
の
協
力

省
保
健
所
長

1
0

　

（

○

2
0

）

令
第

条
第
２
項

第
３
項

，
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長
期
の
旅
行
に
係
る
保
護
観
察
所
の
長
へ
の
協
力
省
令
第

条
第
２
項

保
健
所
長

1
1

　

22

○

（

）

。

３
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社

１
　
自
立
支
援
医
療
費

精
神
通
院
医
療

に
関
す
る
こ
と

　

（

）

会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る

た
め
の
法
律

平
成

年
法
律

支
給
認
定

第
条
第
１
項

精
神
保
健

（

1
7

　

　

（

5
2

）

○

(1)

第
号

の
施
行
に
関
す
る

福
祉
セ
ン

1
2
3

）

事
務

タ
所
長

ー

　

　

（

5
8

）

○

(2)
診
療
報
酬
の
額
の
決
定

第
条
第
３
項

４
死
体
解
剖
保
存
法

昭
和

１
　
解
剖
死
体
の
保
存
許
可

第
条

保
健
所
長

　

（
2
4

（

1
9

）

○

年
法
律
第

号
の
施
行
に

2
0
4

）

関
す
る
事
務

　

別
表
第
三
健
康
推
進
課
の
部
中
１
の
項
を
削
り
、
２
の
項
を
１
の
項
と
し
、
３
の
項
を
２
の
項
と
し
、
４
の
項
を
３
の
項
と
し
、
５
の
項
及
び
６
の
項
を
削
り
、
７
の
項
を
４
の
項
と
し
、
８
の
項
か
ら

の
項
ま

10

 

で
を
三
項
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

　

別
表
第
三
福
祉
企
画
課
の
部
１
の
項
２
中
「

」
を
「

」
に
改
め
、
同
項
３
中
「

」
を
「

」
に
改
め
、
同
項
中

を

と
し
、
７
か
ら

ま
で
を
二
ず

第
４
条

第
４
条
第
１
項
第
１
号

第
４
条

第
４
条
第
１
項
第
４
号

14

16

13

 

つ
繰
り
下
げ
、
同
項
６
中
「

」
を
「

」
に
改
め
、
同
６
を
同
項
７
と
し
、
同
７
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

第
８
条

第
８
条
第
１
項

 
 

 
８

登
録
被
災
者
援
護
協
力
団
体
に
対
す
る
業
務
協
力
命
令
第
８
条
第
２
項

　

○

 

（

）

 

　

別
表
第
三
福
祉
企
画
課
の
部
１
の
項
５
中
「

」
の
次
に
「

」
を
加
え
、
同
５
を
同
項
６
と
し
、
同
項
４
中
「

」
を
「

」
に
改
め
、
同
４
を
同
項
５
と
し
、
同
項
３
の
次

医
療

福
祉

第
４
条

第
４
条
第
１
項
第
８
号

，

 

に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

 
 

 

 
 

４
福
祉
サ

ビ
ス
の
提
供
に
関
す
る
措
置

第
４
条
第
１
項
第
６
号

　

（

）

○

 
ー

 

 

　

別
表
第
三
福
祉
企
画
課
の
部

の
項
及
び

の
項
の
合
議
先
欄
中
「

」
を
「

」
に
改
め
る
。

障
害
福
祉
課
長

地
域
福
祉
課
長

24

25

 
 

 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「

 
 
 
 

「

 
 

 

　

別
表
第
三
指
導
監
査
課
の
部
１
の
項
１

ア
中

　

を

　

に
改
め
、
同

イ
中

○
○

(4)

(4)

 
 

」

」 
 
 
 
  

 

 
 

 

「

「

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

　
　
　
　
　
　
　
　
　

「

　
　

「

 
 
 

 
 

 
 

 
 

○
県
民
局
長

○

　

を

に
改
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、
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１　

中

　

を

に

　

　

○
○

 
 

 

」
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」
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改
め
、
同
項
２

中
「

33
16

」
を
「

33
16

」
に
改
め
、
同
項
３

及
び
４

中　

　

を

　

に
改
め
、

第
条
の

第
条
の
第
２
項

○
○

(1)

(4)

(3)

」

」 
 
 
 
 
 
 
 

要
領
に
基
づ
く
事
務
に
限
る

岡
山
県
指
定
障
害
福
祉
サ

ビ
ス
事
業
者
等
の
業
務
管
理
体
制
に
係
る
検

同
項
５
中

を

と
し
、

を
削
り
、
同
５

中
「

」
を
削
り
、
同

を
同
５

と
し
、
同
５

中
「

（

）

（

。

(8)

(10)

(7)

(6)

(6)

(9)

(5)

ー

（

2
5

2
2
7
5

「

」

）

」
を
削
り
、
同

を
同
５

と
し
、
同
５
中

を

と
し
、

を

と
し
、
同

の
次
に
次
の

査
等
実
施
要
領

平
成

年
障
第

号
以
下
こ
の
項
に
お
い
て

要
領

と
い
う

に
基
づ
く
事
務
に
限
る

。

。

。
）

(5)

(8)

(4)

(7)

(3)

(5)

(5)

 

よ
う
に
加
え
る
。

 

指
定
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者
等
の
指
定
の
取
消
し
等

第
条
の
５

 

　

　

（

2
1

(6)

2
4

2
4

17
3
3

1
8

）

 
の

第
１
項

第
条
の

第
１
項

第
条
の

第
６
項

，
，

 

ア
　
指
定
の
取
消
し

○
 

　
　

 

イ
　
ア
以
外
の
も
の

○
 

　
　

 

　

別
表
第
三
指
導
監
査
課
の
部
１
の
項
５
中

を

と
し
、

を

と
し
、
同

の
前
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

(2)

(4)

(1)

(3)

(3)

指
定
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者
等
の
指
定
第
条
の
５
の
３
第
１
項

障
害
福
祉

○

　

　

（

21
(1)

，

第
条
の
２
第
１
項

課
長

2
4

）

指
定
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者
等
の
指
定
の
更
新
及
び
変
更

第
条

障
害
福
祉

○

　

　

（

2
1

(2)の
５
の

第
１
項

第
条
の
５
の

第
１
項

第
条
の

第
１
項

課
長

1
6

21
2
0

2
4

1
0

，
，

，

2
4

1
3

）
第

条
の

第
１
項

 

　

別
表
第
三
指
導
監
査
課
の
部
１
の
項
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

。

６
　
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者
等
に
関
す
る
こ
と

障
害
児
通
所
支
援
事
業
等
に
係
る
開
始

変
更

廃
止
及
び
休
止
の
届

○
県
民
局
長

　

　

(1)
，

，

（

3
4

）
出
の
受
理

第
条
の
３
第
２
項
か
ら
第
４
項
ま
で

　

　

（

3
4

(2)
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者
等
に
対
す
る
報
告
の
徴
収
及
び
検
査

第

）

条
の
５
第
１
項

　
　
ア
　
知
事
が
必
要
と
認
め
た
事
項

○

イ
　
ア
以
外
の
も
の

○
県
民
局
長
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障
害
児
通
所
支
援
事
業
者
等
に
対
す
る
事
業
の
制
限
又
は
停
止
の
命
令

　

　

(3)

（

3
4

）

第
条
の
６

　
　
ア
　
事
業
の
停
止
の
命
令

○

イ
　
ア
以
外
の
も
の

○

　
　

　

別
表
第
三
指
導
監
査
課
の
部
９
の
項

を
削
り
、
同
項

中
「

8
1

」
の
次
に
「

8
5

」
を
加
え
、
同

を
同
項

と
し
、
同
項
９
中
「

」
の
次
に
「

8
3

」
を
加
え
、

第
条
第
１
項

第
条
第
１
項

ま
で

第
条
第
３
項

11

10

，

10

14

，

要
領
に
基
づ
く
事
務
に
限
る

第
１
項
か
ら
第
３
項
ま
で

岡
山
県
指
定
障
害
福
祉
サ

ビ
ス
事
業
者
等
の
業
務
管

同
９
を
同
項

と
し
、
同
項
８
中
「

（

」
を
「

」
に
改
め
、
同
８
を
同
項

と
し
、
同
項
７
中
「

）

（

。

13

12

ー

 
理
体
制
に
係
る
検
査
等
実
施
要
領
次
項
に
お
い
て
要
領
と
い
う

に
基
づ
く
事
務
に
限
る
（

「

」

）

）
」

、

、

、

、

。

。

。

を
削
り

同
７
を
同
項

と
し

同
項
中
６
を

と
し

５
を
８
と
し

同
８
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る

11

10

（

5
0

９
　
指
定
障
害
福
祉
サ

ビ
ス
事
業
者
等
に
対
す
る
指
定
の
取
消
し
等

第
ー

条
第
１
項

第
３
項

第
条
の

第
１
項

第
条
の
３
第
６
項

第
７

5
1

2
9

7
6

，
，

，
，

）
項

指
定
の
取
消
し

○

　

　

(1)

以
外
の
も
の

○

　

　

(2)
(1)

 

　

別
表
第
三
指
導
監
査
課
の
部
９
の
項
中
４
を
７
と
し
、
３
を
６
と
し
、
２
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

３
指
定
障
害
福
祉
サ

ビ
ス
事
業
者

指
定
障
害
者
支
援
施
設
及
び
指
定
一

障
害
福
祉

○

　

ー
，

般
相
談
支
援
事
業
者
の
指
定

第
条
第
１
項

第
条
の

第
１
項

課
長

（

2
9

5
1

1
4

）

，

４
指
定
障
害
福
祉
サ

ビ
ス
事
業
者
及
び
指
定
障
害
者
支
援
施
設
の
指
定
の

障
害
福
祉

○

　

ー

変
更

第
条
第
１
項

第
条
第
１
項

課
長

（

3
7

3
9

）

，

５
指
定
障
害
福
祉
サ

ビ
ス
事
業
者

指
定
障
害
者
支
援
施
設
及
び
指
定
一

障
害
福
祉

○

　

ー
，

般
相
談
支
援
事
業
の
指
定
の
更
新
第

条
第
１
項

第
条
の

第
１
項

課
長

（

）

4
1

5
1

2
1

，

 

　

別
表
第
三
指
導
監
査
課
の
部
９
の
項
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

 
 

 
1
5

（

8
2

 
　
障
害
福
祉
サ

ビ
ス
事
業
者
等
に
対
す
る
事
業
の
停
止
等
の
命
令

第
ー

 
条

第
条
第
１
項

8
6

）

 
，
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(1)

事
業
の
停
止
又
は
廃
止
の
命
令

○

 
 

 

　

　

 
(2)

(1)以
外
の
も
の

○

 

　

別
表
第
三
指
導
監
査
課
の
部

の
項
２
中

を

と
し
、

の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

10

(5)

(6)

(4)

入
園
児
虐
待
の
状
況
等
の
公
表

第
条
の
７
第
２
項

○

　

　

（

2
7

）

(5)

 

　

別
表
第
三
畜
産
課
の
部

の
項
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。
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４
　
免
許
証
の
書
換
交
付
及
び
再
交
付

家
畜
商
法
施
行
令

昭
和

年
政
令

県
民
局
長

（

（

2
8

○

2
5
2

）

）

第
号

第
５
条

第
６
条

，
「

」

「

」

、

「

」

「

」

、

「

」

「

」

、「

」

「

　

別
表
第
三
耕
地
課
の
部
１
の
項
１

中

の
次
に

84

を
加
え

同
１

中

の
次
に

8
4

を
加
え

同
１

中

の
次
に

を

8
1

の
次
に

第
６
条

第
条

第
７
条

第
条

合
併

等
第

条

(1)

，

(4)

，

(7)

，

8
3

」
を
加
え
、
同
１

中
「

8
4

」
を
「

（
第7

1
8
4

」
に
改
め
、
同
１

中
「

2
9

」

第
条
の
２

第
条

及
び
解
散
命
令
に
よ
つ
て
解
散
し
た
場
合
の
財
産
処
分
の
方
法
及
び
決
算
報
告
の
認
可

条
の
７

第
条

第
条
の
２

（

(8)

，

(10)

の
次
に
「

8
4

」
を
加
え
、
同
１

中
「

」
を
「

」
に
改
め

「

9
6

」
を
削
り
、
同
１

中
「

3
9

」
の
次
に
「

8
4

」
を
加
え
、
同
項
２

中
「

4
8

」

第
条

及
び
変
更

変
更
及
び
廃
止

第
条
の
４

第
条

第
条

第
条

、

，

(12)

，
，

(14)

，

(2)

の
次
に
「

8
4

」
を
加
え
、
同
２

中
「

」
を
削
り
、
同
２

を
削
り
、
同
２

中
「

」
の
次
に
「

」
を

「

4
9

」
の
次
に
「

8
4

」
を
加
え
、
同

を
同
２

と

第
条

同
意
の

災
害

又
は
突
発
事
故
被
害

第
条

第
条

、

，

(3)

(5)

(6)

，

(6)

(5)

 

し
、
同
２
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

 

　

○

 
(6)

農
業
集
落
排
水
施
設
整
備
事
業

情
報
通
信
環
境
整
備
事
業
及
び
連
携

，

管
理
保
全
事
業
に
係
る
計
画
の
認
可
及
び
計
画
変
更
の
認
可

第
条
の

 

（

5
7

5
7

5
7

5
7

1
0

5
7

1
1

5
7

 
４

第
条
の
８

第
条
の
９

第
条
の

第
条
の

第
，

，
，

，
，

1
3

8
4

）

 
条
の

第
条

，

土
地
改
良
事
業
計
画
及
び
緊
急
防
災
等
工
事
計
画
の
決
定
又
は
変
更
の

県
民
局
長

(7)　

○

（

9
6

9
6

9
6

）

報
告
の
受
理

第
条
の
２

第
条
の
３

第
条
の
４

，
，

緊
急
耐
震
工
事
計
画

緊
急
防
災
等
工
事
計
画

緊
急
耐
震
工
事
計
画

緊
急
防
災
等
工
事
計
画

及
び
変
更

変
更

　

別
表
第
三
耕
地
課
の
部
１
の
項
３

中
「

」
を
「

」
に
改
め
、
同
３

中
「

」
を
「

」
に

「

」
を
「

、

(3)

(4)

，

 
及
び
廃
止

第
条

第
条

第
条
の
２

」
に

「

8
8

」
を
「

8
8

8
8

」
に
改
め
、
同
３
中

を

と
し
、

か
ら

ま
で
を
一
ず
つ
繰
り
下
げ
、

の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

、

，

(13)

(14)

(5)

(12)

(4)

 
  

 
 

(5)　

（

8
7

○

災
害
又
は
突
発
事
故
被
害
の
た
め
の
応
急
工
事
計
画
の
決
定

第
条

農
村
振
興

農
村
振
興

 
 

 
の
５

課
長

課
長
へ
の

）

 
 

 
合
議
は

，

 
 

 
関
係
事
業
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課
長
へ
の

 
 

 

　

別
表
第
三
耕
地
課
の
部
１
の
項
５

の
備
考
欄
中

　

を

　

に
改
め
る
。

合
議
は

(2)
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関
係
事
業

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

」

分
に
限
る
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別
表
第
三
道
路
整
備
課
の
部
１
の
項

中
「
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を
「

1
0

」
に
改
め
る
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第
４
条
の
４
の
９
第
２
号

第
４
条
の
４
の

第
２
号
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別
表
第
三
港
湾
課
の
部

の
項
中
「

」
を
「

」
に
改
め
る
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漁
港
漁
場
整
備
法

漁
港
及
び
漁
場
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
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マ
ン
シ
ョ
ン
の
建
替
え
等
の
円
滑
化
に
関
す
る
法
律

マ
ン
シ
ョ
ン
の
再
生
等
の
円
滑
化
に
関
す
る
法
律

を
除
却
す
る

の
除
却
等

　

別
表
第
三
建
築
指
導
課
の
部

の
項
中
「

」
を
「

」
に
改
め
、
同
項
１
中
「

」
を
「

17

を
す
る

第
条
第
２
項

第
条
の

第
２
項

要
除
却
認
定
マ
ン
シ
ョ
ン

要
除
却
等
認
定
マ
ン
シ
ョ
ン

の
容
積
率

又
は
更
新
さ
れ
る
マ
ン
シ
ョ

」
に

「

1
0
2

」
を
「

1
6
3

5
6

」
に
改
め
、
同
項
２
中
「

」
を
「

」
に

「

」
を
「

、

、

 
ン
の
容
積
率
又
は
各
部
分
の
高
さ

第
条
第
１
項

第
条
の

第
１
項

第
条
第
２
項

第
条
の

第
２
項

」
に

「

1
0
5

」
を
「

1
6
3

5
9

」
に
改
め
、
同
項
３
中
「

1
0
5

」
を
「

1
6
3

5
9

」
に
改
め
る
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別
表
第
三
住
宅
課
の
部
９
の
項
中
「

」
を
「

」
に
改
め
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同
項
１
中
「

」
を
「

マ
ン
シ
ョ
ン
の
建
替
え
等
の
円
滑
化
に
関
す
る
法
律

マ
ン
シ
ョ
ン
の
再
生
等
の
円
滑
化
に
関
す
る
法
律

マ
ン
シ
ョ
ン
建
替
事
業

マ
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シ
ョ
ン
再
生
事
業

マ
ン
シ
ョ
ン
建
替
組
合

マ
ン
シ
ョ
ン
再
生
組
合

建
替
組
合

再
生
組
合

」
に
改
め
、
同
１　

中
「

」
を
「

」
に

「

」
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「

」
に
改
め
、
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の
合
議
先
欄
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を
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築
指
導
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改
め
、
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合
議
先
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中

を

に
改
め
、
同
１　

中
「

」
を
「

」
に
改
め
、
同　

の
合
議
先
欄
中　

を

　

　

　

建
替
組
合

再
生
組
合

 
 

 
 

課
長

課
長
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「

　

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
 

「

 
 

 
 

建
築
指
導

建
築
指
導

　

　

　

に
改
め
、
同
１　

中
「

」
を
「

」
に
改
め
、
同　

の
合
議
先
欄
中　

を

に
改
め
、
同
１　

中
「

個
人
施
行
建
替
事
業

個
人
施
行
再
生
事
業

個
人
施
行
建
替

 
 

 
課
長

課
長

」

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
 

 
 

」 
 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

」 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 

「

 
 
 
 

「

　

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
事
業

個
人
施
行
再
生
事
業

マ
ン
シ
ョ
ン
建
替
事
業

マ
ン
シ
ョ
ン
再
生
事
業

」
を
「

」
に
改
め
、
同　

の
合
議
先
欄
中

　

を

に
改
め
、
同
１　

中
「

」
を
「

」
に
改
め
、
同　

の

建
築
指
導

　

 
 

 
課
長

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

」

」 
 
 
 
 
 
  

  
 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

「

 
 
 
 

「

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

　

「

 
 

 
 

 
建
築
指
導

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「

 
 
 
 

 
建
築
指
導

 
 

 
 

合
議
先
欄
中

　

を

　

に
改
め
、
同
１

中
「

」
を
「

」
に
改
め
、
同

の
合
議
先
欄
中

　

を

　

に

課
長

個
人
施
行
建
替
事
業

個
人
施
行
再
生
事
業

課
長

(10)

(10)

」

 
 
 
 
 

」 
 

(1)

(1)

(3)

(4)

(4)

(6)

(6)

(7)

(7)

(8)

(8)

。

。
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」 
 
 

」 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

改
め
、
同
１

中
「

」
の
次
に
「

」
を

「

5
7

」
の
次
に
「

6
6

」
を
加
え
、
同
１

中
「

」
を
「

」
に

「

」
を
「

」
に
改
め
、
同
１

 
認
可

及
び
変
更
の
認
可

第
条
第
１
項

第
条

建
替
組
合

再
生
組
合

徴
取

徴
収

、

、

(11)

，

(13)

(14)

 
 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「

　
　
　
　

 
 

中
「

」
を
「

」
に
改
め
、
同
１　

中
「

」
を
「

」
に
、
「

」
を
「

」
に
改
め
、
同　

の
合
議
先
欄
中 

 

　

を　
　

建
替
組
合

再
生
組
合

建
替
組
合

再
生
組
合

個
人
施
行
建
替
事
業

個
人
施
行
再
生
事
業

 
 

 
 

」 
 
 

 
 

「

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
建
築
指
導

　

に
改
め
、
同
項
２
中
「

」
を
「

」
に
改
め
、
同
２　

中
「

」
を
「

」
に

「

1
0
9

1
1
1

」

要
除
却
認
定
マ
ン
シ
ョ
ン

マ
ン
シ
ョ
ン
等
売
却
事
業

買
受
計
画

除
却
等
計
画

第
条
第
１
項
　
第

条
第
１
項

、

 
課
長

 
 
  

 
 
 
 
 

」 
 
 
 
 
 
 

 

を
「

1
0
4

1
0
6

」
に
改
め
、
同
２

中
「

」
を
「

」
に

「

1
1
4

」
を
「

1
0
8

」
に
改
め
、
同
２
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

第
条
第
１
項

第
条
第
１
項

徴
取

徴
収

第
条
第
１
項

第
条
第
１
項

、

，

(2)

 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

　

　

（

「

」

〇

(3)
マ
ン
シ
ョ
ン
等
売
却
組
合

以
下
こ
の
項
に
お
い
て

売
却
組
合

と
建
築
指
導

い
う

の
設
立
の
認
可

第
条
第
１
項

課
長

。
）

（

1
1
3

）

　

　

（

1
3
4

）

〇

(4)
定
款
又
は
資
金
計
画
の
変
更
の
認
可

第
条
第
１
項

建
築
指
導

課
長

　

　

（

1
37

）

〇

(5)
売
却
組
合
の
解
散
の
認
可

第
条
第
４
項

建
築
指
導

課
長

　

（

141
1
4
5

〇

(6)

　

分
配
金
取
得
計
画
の
認
可
及
び
変
更
の
認
可
第

条
第
１
項
第

 
，

）

条

　

　

〇

(7)
売
却
組
合
に
対
す
る
報
告
等
の
徴
収
及
び
勧
告
等
並
び
に
措
置
命
令

（

1
6
0

）

第
条
第
１
項

第
２
項

，

　

　

（

1
6
1

）

〇

(8)
売
却
組
合
に
対
す
る
違
反
是
正
命
令

第
条
第
３
項

　

　

（

1
6
1

）

〇

(9)
売
却
組
合
の
設
立
認
可
の
取
消
し

第
条
第
４
項

建
築
指
導

課
長

 

　

別
表
第
三
住
宅
課
の
部
９
の
項
３
中
「

」
を
「

」
に
改
め
、
同
３

中
「

」
を
「

」
に

「

」

マ
ン
シ
ョ
ン
敷
地
売
却
事
業

マ
ン
シ
ョ
ン
除
却
事
業

マ
ン
シ
ョ
ン
敷
地
売
却
組
合

マ
ン
シ
ョ
ン
除
却
組
合

売
却
組
合

、
「

(1)

 
 

 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「

　
　

「

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

を
「

」
に
、
「

1
2
0

」
を
「

1
6
3

」
に
改
め
、
同　

の
合
議
先
欄
中

　

を

　

に
改
め
、
同
３　

中
「

1
3
4

」
を
「

1
6
3

「除
却
組
合

第
条
第
１
項

第
条
の
６
第
１
項

第
条
第
１
項

第
条

建
築
指
導

(15)

(15)

(1)

，

(1)

(2)
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課
長

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

」

」 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「

　
　
　
　
　
　
　

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
の

第
１
項

売
却
組
合

除
却
組
合

第
条
第
４
項

第
条
の

第
４
項

2
7

」
に
改
め
、
同　

の
合
議
先
欄
中

　

を

　

に
改
め

同
３　

中

を

に

1
3
7

を

1
6
3

3
0

に
改
め

建
築
指
導

、

「

」

「

」

、「

」

「

」

、

 
 

」

課
長

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

」 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

　
　
　
　
　
　
　
　

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

「
 

 

同　

の
合
議
先
欄
中

　

を

　

に
改
め
、
同
３　

中
「

（

1
41

」
を
「

（

1
63

3
4

建
築
指
導

分
配
金
取
得
計
画
の
認
可

第
条
第
１
項

補
償
金
支
払
計
画
の
認
可
及
び
変
更
の
認
可
第

条
の
第
１
項

 

」

課
長

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

」 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
第

条
の

売
却
組
合

除
却
組
合

徴
取

徴
収

第
条

第
条
の

売
却
組
合

除
却
組
合

第
条

1
6
3

3
8

」
に
改
め
、
同
３

中
「

」
を
「

」
に

「

」
を
「

」
に

「

1
6
0

」
を
「

1
6
3

5
2

」
に
改
め
、
同
３

中
「

」
を
「

」
に

「

1
6
1

、

、

、

(5)

(6)

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

第
３
項

第
条
の

第
３
項

売
却
組
合

除
却
組
合

第
条
第
４
項

第
条
の

第
４
項

」
を
「

1
63

5
3

」
に
改
め
、
同
３

中
「

」
を
「

」
に

「

1
6
1

」
を
「

1
6
3

5
3

」
に
改
め
、
同

の
合
議
先
欄
中

　

を 
 
 
 

、

(7)

(7)

 
 

」 
 
 
 
 
 

 
 

「

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
 
 
 
 
 
 

 
 

建
築
指
導

　

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

に
改
め
、
同
項
４
中　

を　

と
し
、　

の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

 
 

課
長

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

」  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 　

　

　

（

1
8
6

）

〇

(4)
敷
地
分
割
組
合
の
解
散
の
認
可

第
条
第
４
項

岡
山
県
役
務
の
提
供
の
契
約
に
係
る
入
札
参
加
資
格
審
査
要
領

岡
山
県
物
品
の
売
買

修
理
等
及
び
役
務
の
提
供
の
契
約
に
係
る
入
札
参
加
資

　

別
表
第
三
用
度
課
の
部
５
の
項
を
削
り
、
同
部
６
の
項
中
「

」
を
「

，

 
格
審
査
要
領

」
に
改
め
、
同
項
を
同
部
５
の
項
と
す
る
。

 

附　

則

 

　

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

(3)

(2)

(3)

(4)

(3)

(5)

(4)

，
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◎
岡
山
県
規
則
第
三
十
六
号

 
　

岡
山
県
財
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

 
　
　

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日

 

岡　

山　

県　

知　

事　
　
　

伊　

原　

木　
　
　

隆　
　
　

太　
　
　

 

　
　
　

岡
山
県
財
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
 

　 

　

岡
山
県
財
務
規
則
（
昭
和
六
十
一
年
岡
山
県
規
則
第
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
十
三
条
第
一
項
中
「
交
替
し
た
」
を
「
交
替
す
る
」
に
改
め

「
、
発
令
の
日
か
ら
七
日
以
内
に
」
を
削
り
、
同
項
第
三
号
中
「
の
印
影
」
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
帳
簿
」
を
「
交
替
の
日
の
前
日
を
も
つ

、

て
帳
簿
」
に

「
の
立
会
い
の
も
と
に
」
を
「
は
」
に

「
行
つ
た
後
、
表
紙
の
裏
面
に
引
継
ぎ
の
年
月
日
を
記
入
し
、
前
任
者
及
び
後
任
者
が
記
名
押
印
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
を
「
行
う
も
の
と
す
る
」
に
改

、

、

 

め
、
同
条
第
三
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

 

３　

前
任
者
及
び
後
任
者
は
、
所
属
長
の
確
認
を
受
け
て
、
第
一
項
に
規
定
す
る
事
務
引
継
書
を
そ
れ
ぞ
れ
保
管
す
る
も
の
と
す
る
。

 

　

第
六
十
一
条
第
一
項
中
「
か
ら
」
を
「
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
か
ら
」
を
「
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

 

　
　

た
だ
し
、
督
促
状
に
指
定
す
べ
き
納
期
限
又
は
履
行
期
限
の
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
休
日
の
翌
日
を
そ
の
期
限
と
す
る
。

 

　

第
百
四
十
二
条
第
三
項
中
「
か
ら
」
を
「
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
」
に
改
め
る
。

 

　

第
百
六
十
一
条
中
「
時
か
ら
」
を
「
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
」
に

「
負
わ
さ
せ
る
」
を
「
負
わ
せ
る
」
に
改
め
る
。

、

 

　

第
二
百
四
十
九
条
第
二
項
中
「
知
事
」
を
「
出
納
局
長
等
」
に
改
め
る
。

 

　

第
二
百
六
十
二
条
中
「
か
ら
」
を
「
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
」
に
改
め
る
。

 

　

別
表
第
九
の
一
の
項
及
び
四
の
項
１
中
「
と
じ
た
」
を
「
編
冊
し
た
」
に
改
め
、
同
項
３
中
「
永
年
」
を
「
三
十
年
」
に
改
め
、
同
表
の
五
の
項
１
中
「
と
じ
た
」
を
「
編
冊
し
た
」
に
改
め
、
同
表
の
七
の
項
中

 
 

 
 

 
 

 

「

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

　

備
品
管
理
簿

百
六
十
六

三
年

１　

は
、
主
管
課
の
物
品
供
用

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1)

(1)

 
 

 
 

 

　

備
品
整
理
簿

百
六
十
七

三
年

管
理
員
が
備
え
る
帳
簿
で
あ

　

 
 
 
 

 

(2)

 
 

 
 

 
 

　

郵
券
等
受
払
簿

百
二
十
六

第
二
百
四
十
四
条

三
年

る
。

(3)

 
 

 
 

　

消
耗
品
受
払
簿

百
五
十
八

一
年

２　

は
、
郵
便
切
手
等
の
交
付

(4)

(3)

 
 

 
 

　

燃
料
受
払
簿

百
五
十
八

一
年

を
受
け
、
払
出
し
を
行
う
物
品

　

を

(5)

 
 

 
 

　

原
材
料
受
払
簿

百
五
十
八

一
年

供
用
管
理
員
そ
の
他
の
者
が
備

(6)

 
 

 
 

　

被
服
等
貸
与
簿

百
六
十
九

三
年

え
る
帳
簿
で
あ
る
。

(7)

 
 

 
 

 

　

動
物
整
理
簿

百
七
十

一
年

(8)

 
 

　

借
受
品
整
理
簿

百
七
十
一

一
年

(9)

 
 

」 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

「

 
 

 
 

　

備
品
整
理
簿

百
六
十
七

三
年

１　

は
、
郵
便
切
手
等
の
交
付

(1)

(2)
 

 
 

 

　

郵
券
等
受
払
簿

百
二
十
六

第
二
百
四
十
四
条

三
年

を
受
け
、
払
出
し
を
行
う
物
品

(2)

 
 

 

　

消
耗
品
受
払
簿

百
五
十
八

一
年

供
用
管
理
員
そ
の
他
の
者
が
備

(3)

 
 

 

　

燃
料
受
払
簿

百
五
十
八

一
年

え
る
帳
簿
で
あ
る
。

　

に
改
め
る
。

(4)

 
 

 

　

原
材
料
受
払
簿

百
五
十
八

一
年

(5)

 
 

 

　

被
服
等
貸
与
簿

百
六
十
九

三
年

(6)

令和８年３月３１日　岡山県公報　号外



 
 

 
 

　

動
物
整
理
簿

百
七
十

一
年

 
  

  
 
 
 
 
 
 

(7)

 

　

借
受
品
整
理
簿

百
七
十
一

一
年

　

(8)

」 
 
 
 
 
 
 
 
 

　

様
式
第
二
号
中
「(

3
)

（

3

」
を
「(

3
)

（

3

」
に

「

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」
を

出
納
員
の
公
印
の
印
影
及
び
現
金
等
の
保
管
状
況

別
紙

出
納
員
の
公
印
及
び
現
金
等
の
保
管
状
況

別
紙

氏
　
　
　
名

㊞

）

）

、

 

「

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」
に
改
め
、
同
様
式
別
紙
三
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

氏
　
　
　
名
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別紙 3 

 (3) 出納員の公印及び現金等の保管状況 

  1) 出納員の公印の保管状況 

年  月  日現在 

  

  2) 現金等の保管状況                             年  月  日現在 

種 別 金 額 等 

現金 円 

  
内

訳 

歳入金 円 

歳出金 円 

歳入歳出外現金 円 

歳計現金（釣銭） 円 

預金 円 

  
内

訳 

歳入金 円 

歳出金 円 

歳入歳出外現金 円 

県有有価証券 券面額                円 

 内訳（証券名称）（回・記号・番号）   

保管有価証券 券面額                円 

  内訳（証券名称）（回・記号・番号）   

 注) 預金がある場合には，預金残高証明書を添付すること。 

公 印 名 個 数 

 個 
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印
 者
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様
式
第
百
六
十
六
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

 
様
式
第

号
1
6
6
　
削
除

 

 

　
　
　

附　
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（
施
行
期
日
）

 

１　

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

 

　

（
経
過
措
置
）

 

２　

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
岡
山
県
財
務
規
則
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
所
要
の
調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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◎
岡
山
県
告
示
第
百
七
十
二
号

 
　

許
認
可
事
務
等
標
準
処
理
期
間
要
綱
（
昭
和
五
十
二
年
岡
山
県
告
示
第
三
百
三
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

 
　
　

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
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県　

知　

事　
　
　

伊　

原　

木　
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別
表
保
健
医
療
部
の
部
医
療
推
進
課
の
項
中
「

」
を
「

」
に
改
め
、
同
項
中

及
び

を
削
り
、

を

と
し
、

か
ら

ま
で
を
二
ず
つ
繰
り
下
げ
、

か
ら

ま
で
を
削
り
、

を

医
療
推
進
課

医
療
政
策
課

78

79

77

79

44

76

40

43

39

 

と
し
、

か
ら

ま
で
を
六
ず
つ
繰
り
下
げ
、

の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

45

36

38

35

  
3
6

1
1
3

1
2
0

医
療
法
第

条
第
１
項

特
定
地
域
医
療
提
供
機
関
の
指
定

日

  
3
7

1
1
5

1
2
0

医
療
法
第

条
第
１
項

特
定
地
域
医
療
提
供
機
関
の
指
定
の
更
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8

1
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6

1
20

医
療
法
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条
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１
項
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定
地
域
医
療
機
関
の
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務
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変
更
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日
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医
療
法
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条
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１
項
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1
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連
携
型
特
定
地
域
医
療
提
供
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関
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更
新
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業
務
の
変
更
の
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認

  
4
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1
5
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医
療
法
第

条
第
１
項

第
２
項

指
定
の
更
新

1
1
9

技
能
向
上
集
中
研
修
機
関
の
指
定

日
，

，

 
及
び
業
務
の
変
更
の
承
認

日
4
1

1
2
0

医
療
法
第

条
第
１
項

第
２
項

指
定
の
更
新

1
2
0

特
定
高
度
技
能
研
修
機
関
の
指
定

，
，

及
び
業
務
の
変
更
の
承
認

 

　

別
表
保
健
医
療
部
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部
医
療
推
進
課
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

１
日

日
地
域
医

救
急
病
院
等
を
定
め
る
省
令

昭
和

年
厚
生
省
令
第
８
号

第
救
急
病
院
又
は
救
急
診
療
所
の
認
定

岡
山
市
及

 

（

3
9

）

（

3
5

3
0

）

療
推
進

１
条
第
１
項

び
倉
敷
市
の
区
域
以
外
の
区
域
に
係
る
も
の

 

 
課

 
 

 
２

日
日

救
急
病
院
等
を
定
め
る
省
令
第
１
条
第
１
項

救
急
病
院
又
は
救
急
診
療
所
の
認
定

岡
山
市
及

（

3
5

3
0

）

び
倉
敷
市
の
区
域
に
係
る
も
の

 

別
表
保
健
医
療
部
の
部
医
薬
安
全
課
の
項

中
「

1
4

1
5

」
を
「

1
4

1
3

」
に
改
め
る
。

第
条
第

項
第

条
第

項

31
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「

 
 

 

　

別
表
農
林
水
産
部
の
部
耕
地
課
の
項
２
中
「
（

）
」
を
削
り
、

1
5

　

を

2
0

　

に
改
め
、
同
項
３
を
次
の
よ
う
に
改
め

総
代
定
数
の
変
更
を
伴
わ
な
い
も
の

日
日

５
日

」

」

 

る
。
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土
地
改
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条
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の
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表
農
林
水
産
部
の
部
耕
地
課
の
項
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2
5
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1
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に
改
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５
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よ
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改
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日
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日
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土
地
改
良
法
第

条
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２
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１
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変
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中
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「

8
3

8
4
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に
、

2
0

　

を

2
0

　

に
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め
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同
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条
の
２
第
２
項

第
３
項

第
条

認
可

認
可
並
び
に
土
地
改
良
区
の
承
認
の
認
可

日
日

５
日
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，

」

」

 

６
を
同
項
８
と
し
、
同
８
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

 

 
 

 
 

土
地
改
良
法
第

条
の
７

第
条

土
地
改
良
区
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び
土
地
改
良
区
連
合
の
解
散
命
令

7
1

8
4

，

９
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よ
つ
て
解
散
し
た
場
合
の
財
産
処
分
の
方
法
及

日
５
日

1
5

 

び
決
算
報
告
の
認
可

 

　

別
表
農
林
水
産
部
の
部
耕
地
課
の
項
５
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

 
 

 
土
地
改
良
法
第

条
の
４
第
１
項

第
条
の
８

第
条
の
９

土
地
改
良
区
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び
土
地
改
良
区
連
合
が
行
う
農
業

5
7

5
7

5
7

，
，

 
 

６
日

５
日

第
１
項

第
条
の

第
条

集
落
排
水
施
設
整
備
事
業
及
び
情
報
通
信
環
境
整

5
7

1
0

8
4

1
5

，
，

備
事
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に
係
る
計
画
の
認
可
及
び
計
画
変
更
の
認
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土
地
改
良
法
第

条
の

第
１
項

第
条
の

第
条

土
地
改
良
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土
地
改
良
区
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合
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行
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連
携

5
7

1
1

5
7

1
3
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７

管
理
保
全
事
業
に
係
る
計
画
の
認
可
及
び
計
画
変

日
５
日

2
0

更
の
認
可
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別
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農
林
水
産
部
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部
治
山
課
の
項
１
中
「6

0

」
を
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に
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る
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日
日

マ
ン
シ
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ン
の
建
替
え
等
の
円
滑
化
に
関
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１
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の
再
生
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化
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別
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0
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1
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9

」
に
、
「
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第
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却
認
定
マ
ン
シ
ョ
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定
マ
ン
シ
ョ
ン
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率
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さ
れ
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ン
シ
ョ
ン
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容
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率
又
は
各
部
分
の
高
さ
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マ
ン
シ
ョ
ン
の
建
替
え
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円
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化
に
関
す
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法
律

マ
ン
シ
ョ
ン
の
再
生
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円
滑
化
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第
１
項
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除

同
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7
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ン
の
建
替
え
等
の
円
滑
化
に
関
す
る
法
律

マ
ン
シ
ョ
ン
の
再
生
等
の
円
滑
化
に
関
す
る
法
律

個
人
施
行
建
替
事
業

個
人
施
行
再
生
事
業

」
を
「

」
に
、
「

」
を
「

」
に
、

 

 
 

「

 
 
 
 

「

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2
0

を

2
5

　

に
改
め
、
同
項　

中
「

」
を
「

日
日

６
日

マ
ン
シ
ョ
ン
の
建
替
え
等
の
円
滑
化
に
関
す
る
法
律

マ
ン
シ
ョ
ン
の
再
生
等
の
円
滑

　
 

 
」

」

 
化
に
関
す
る
法
律

マ
ン
シ
ョ
ン
の
建
替
え
等
の
円
滑
化
に
関
す
る
法
律

マ
ン
シ
ョ
ン
の
再
生
等
の
円
滑
化
に
関
す
る
法
律

」
に
改
め
、
同
項
中

を

と
し
、

か
ら

を
八
ず
つ
繰
り
下
げ
、
同
項

中
「

」
を
「

」

56

64

41

55

40

 
 

 

　
　

「

 
 
 
 

「

 
 

 

に
、

3
4

　

を

3
0

　

に
改
め
、
同 

 

を
同
項　

と
し
、
同
項　

中
「

」
を
「

日
６
日

日
マ
ン
シ
ョ
ン
の
建
替
え
等
の
円
滑
化
に
関
す
る
法
律

マ

 
 

」

」

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「

　
　

「

 
 

 
 

 
 

ン
シ
ョ
ン
の
再
生
等
の
円
滑
化
に
関
す
る
法
律

日
６
日

日
マ
ン
シ
ョ
ン

」
に
、

3
4

を

4
5

　

に
改
め
、
同　

を
同
項　

と
し
、
同
項　

中
「

　

 
 

」

」

 
の
建
替
え
等
の
円
滑
化
に
関
す
る
法
律

マ
ン
シ
ョ
ン
の
再
生
等
の
円
滑
化
に
関
す
る
法
律

日
日

」
を
「

」
に
、
「3

4

」
を
「6

5

」
に
改
め
、
同

を
同
項

と
し
、
同

の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

38

45

45

 
 

4
6

2
3

マ
ン
シ
ョ
ン
の
再
生
等
の
円
滑
化
に
関
す
る
法
律
第

条
第
４

マ
ン
シ
ョ
ン
敷
地
分
割
組
合
の
解
散
の
認
可

1
8
6

日
６
日

項

　

別
表
土
木
部
の
部
住
宅
課
の
項

中
「

」
を
「

」
に
、
「3

4

」
を
「6

5

」
に
改
め
、
同

を
同
項

と

マ
ン
シ
ョ
ン
の
建
替
え
等
の
円
滑
化
に
関
す
る
法
律

マ
ン
シ
ョ
ン
の
再
生
等
の
円
滑
化
に
関
す
る
法
律

日
日

37

37

44

し
、
同
項

中
「

」
を
「

」
に
、
「

」
を
「

」
に
改

マ
ン
シ
ョ
ン
の
建
替
え
等
の
円
滑
化
に
関
す
る
法
律

マ
ン
シ
ョ
ン
の
再
生
等
の
円
滑
化
に
関
す
る
法
律

マ
ン
シ
ョ
ン
敷
地
売
却
組
合

マ
ン
シ
ョ
ン
等
売
却
組
合

36

 

め
、
同

を
同
項

と
し
、
同

の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

36

37

37

 
 
 

 
 

 
3
8

3
0

マ
ン
シ
ョ
ン
の
再
生
等
の
円
滑
化
に
関
す
る
法
律
第

条
マ
ン
シ
ョ
ン
等
売
却
組
合
の
分
配
金
取
得
計
画
の

1
4
5

 
 

日
 

変
更
認
可

 
 

 

39

47

40

39

29

48

38
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3
9

6
7

マ
ン
シ
ョ
ン
の
再
生
等
の
円
滑
化
に
関
す
る
法
律
第

条
の
６

マ
ン
シ
ョ
ン
除
却
組
合
の
設
立
の
認
可

1
6
3

日
 

第
１
項

 

 
 

 
4
0

6
7

マ
ン
シ
ョ
ン
の
再
生
等
の
円
滑
化
に
関
す
る
法
律
第

条
の

マ
ン
シ
ョ
ン
除
却
組
合
の
定
款
又
は
資
金
計
画
の

1
6
3

2
7

日
 

第
１
項

変
更
の
認
可

 

 
 

 
4
1

2
5

マ
ン
シ
ョ
ン
の
再
生
等
の
円
滑
化
に
関
す
る
法
律
第

条
の

マ
ン
シ
ョ
ン
除
却
組
合
の
解
散
の
認
可

1
6
3

3
0

日
 

第
４
項

 

 
 

 
4
2

4
5

マ
ン
シ
ョ
ン
の
再
生
等
の
円
滑
化
に
関
す
る
法
律
第

条
の

マ
ン
シ
ョ
ン
除
却
組
合
の
補
償
金
支
払
計
画
の
認

1
6
3

3
4

日
 

第
１
項

可

 

 
 

4
3

3
0

マ
ン
シ
ョ
ン
の
再
生
等
の
円
滑
化
に
関
す
る
法
律
第

条
の

マ
ン
シ
ョ
ン
除
却
組
合
の
補
償
金
支
払
計
画
の
変

1
6
3

3
8

日
 

更
認
可

マ
ン
シ
ョ
ン
の
建
替
え
等
の
円
滑
化
に
関
す
る
法
律

マ
ン
シ
ョ
ン
の
再
生
等
の
円
滑
化
に
関
す
る
法
律

マ
ン
シ
ョ
ン
敷
地
売
却
組
合

マ
ン
シ
ョ
ン

　

別
表
土
木
部
の
部
住
宅
課
の
項

中
「

」
を
「

」
に
、
「

」
を
「

35

」
に
、
「2

0

」
を
「2

5

」
に
改
め
、
同

を
同
項

と
し
、
同
項

中
「

」
を
「

」
に
、

等
売
却
組
合

日
日

マ
ン
シ
ョ
ン
の
建
替
え
等
の
円
滑
化
に
関
す
る
法
律

マ
ン
シ
ョ
ン
の
再
生
等
の
円
滑
化
に
関
す
る
法
律

35

36

34

マ
ン
シ
ョ
ン
敷
地
売
却
組
合

マ
ン
シ
ョ
ン
等
売
却
組
合

日
日

マ
ン
シ
ョ
ン
の
建
替
え
等
の
円
滑
化
に
関
す
る
法
律
第

条
第
１

「

」
を
「

」
に
、
「3

4

」
を
「6

7

」
に
改
め
、
同

を
同
項

と
し
、
同
項

中
「

1
2
0

34

35

33

」
を
「

1
1
3

」
に
、
「

」
を
「

」
に
、
「3

4

」
を
「6

7

」
に
改
め
、
同

を
同
項

と

項
マ
ン
シ
ョ
ン
の
再
生
等
の
円
滑
化
に
関
す
る
法
律
第

条
第
１
項

マ
ン
シ
ョ
ン
敷
地
売
却
組
合

マ
ン
シ
ョ
ン
等
売
却
組
合

日
日

33

34

し
、
同
項

中
「

1
1
1

」
を
「

1
0
6

」
に
、
「

」
を
「

」
に
改

マ
ン
シ
ョ
ン
の
建
替
え
等
の
円
滑
化
に
関
す
る
法
律
第

条
第
１
項

マ
ン
シ
ョ
ン
の
再
生
等
の
円
滑
化
に
関
す
る
法
律
第

条
第
１
項

買
受
計
画

除
却
等
計
画

32

め
、
同

を
同
項

と
し
、
同
項

中
「

1
0
9

」
を
「

1
0
4

」
に
、
「

」
を

マ
ン
シ
ョ
ン
の
建
替
え
等
の
円
滑
化
に
関
す
る
法
律
第

条
第
１
項

マ
ン
シ
ョ
ン
の
再
生
等
の
円
滑
化
に
関
す
る
法
律
第

条
第
１
項

買
受
計
画

32

33

31

「

」
に
改
め
、
同

を
同
項

と
し
、
同
項

中
「

」
を
「

」
に
改
め
、
同

を
同
項

と
し
、

除
却
等
計
画

マ
ン
シ
ョ
ン
の
建
替
え
等
の
円
滑
化
に
関
す
る
法
律

マ
ン
シ
ョ
ン
の
再
生
等
の
円
滑
化
に
関
す
る
法
律

31

32

30

30

31

 

同
項

の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

29

マ
ン
シ
ョ
ン
の
再
生
等
の
円
滑
化
に
関
す
る
法
律
第

条
権
利
変
換
計
画
の
変
更
認
可

日
3
0

6
6

3
0

第
条
第
１
項

第
条

災
害

災
害
又
は
突
発
事
故
被
害

第
条
第
１

　

別
表
出
先
機
関
の
部
県
民
局
（
農
林
水
産
事
業
部
）
の
項
６
中
「

48

」
の
次
に
「

8
4

」
を
加
え
、
同
項
７
中
「

」
を
「

」
に
改
め
、
同
項
８
中
「

5
2

，

項
第

条
の
４
第
１
項

第
条
の
４

第
条
の
４
第
１
項

第
条
第
８
項

第
条
第
１
項

第
条
第
１
項

第
条
の
２
第
１
項

第
条

土
地
改
良

」
の
次
に
「

5
3

」
を
加
え
、
「

9
6

」
を
「

9
6

9
8

9
9

1
0
0

1
0
0

1
0
9

」
に
、
「

，
，

，
，

，
，

」
を
「

」
に
、
「

」
を
「

」
に
改
め
、
同
項

中
「6

0
事
業

団
体
営
土
地
改
良
事
業

認
可

認
可
及
び
変
更
の
認
可

交
換
分
合
計
画
の
認
可
並
び
に
交
換
分
合
計
画
に
お
い
て
定
め
る
農
用
地
の
形
質
の
変
更
の
許
可

，

11

 
日

日
第
５
条

第
５
条

第
６
条

書
換
え
交
付

書
換
交
付
及
び
再
交
付

」
を
「7

0

」
に
改
め
、
同
項

中
「

」
を
「

」
に
、
「

」
を
「

」
に
改
め
る
。

36

，

　

別
表
出
先
機
関
の
部
県
民
局
（
建
設
部
）
の
項
中

を
削
り
、

を

と
し
、

を

と
し
、

を

と
し
、

の
項
を
削
り
、

を

と
し
、

か
ら

ま
で
を
二
ず
つ
繰
り
下
げ
、

を

と
し
、
同

の
次

73

72

73

71

72

70

71

69

68

70

57

67

56

57

57

 

に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

日
５
日

5
8

4
0

建
築
基
準
法
施
行
令
第

条
の

第
項

第
項

既
存
の
建
築
物
に
対
す
る
法
令
の
適
用
除
外
の
認

1
3
7

1
2

11
1
2

，

定
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別
表
出
先
機
関
の
部
県
民
局
（
建
設
部
）
の
項
中

を

と
し
、

か
ら

ま
で
を
一
ず
つ
繰
り
下
げ
、

の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

55

56

50

54

49

 
 

 
5
0

4
0

建
築
基
準
法
第

条
第
６
項

建
築
物
の
延
べ
面
積
の
敷
地
面
積
に
対
す
る
割
合

5
2

 
 

日
５
日

 
の
制
限
の
特
例
の
認
定

 
 

　

別
表
出
先
機
関
の
部
県
民
局
（
建
設
部
）
の
項

中
「

」
を
削
り
、
同
項

中
「

」
を
削
り
、
同
項

を
削
り
、
同
項

中
「

」
を
削
り
、
同

又
は
共
同
住
宅
等
の
住
戸

の
建
築
物
全
体

又
は
共
同
住
宅
等
の
住
戸

76

77

80

81

 

を
同
項

と
し
、
同
項

中
「

」
を
削
り
、
同

を
同
項

と
し
、
同
項
中

を

と
し
、

を

と
し
、

を
削
り
、

を

と
し
、

か
ら

ま
で
を
二
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

の
建
築
物
全
体

81

80

82

82

81

83

82

84

83

85

86

84

87

117

 

　

別
表
出
先
機
関
の
部
保
健
所
の
項

中
「

1
4

1
1

」
を
「

1
4

1
3

」
に
改
め
る
。

第
条
第

項
第

条
第

項

33

 

　
　
　

附　

則

　

こ
の
告
示
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
別
表
保
健
医
療
部
の
部
医
薬
安
全
課
の
項

及
び
別
表
出
先
機
関
の
部
保
健
所
の
項

の
改
正
規
定
は
、
令
和
八
年
五
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

31

33
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